
秋田県後期高齢者医療広域連合告示第２３号 

 

秋田県後期高齢者医療広域連合特別療養費の支給に関する要綱を次のよう

に定める。 

 

  令和６年１２月２日 

秋田県後期高齢者医療広域連合長 穂 積   志     

 

秋田県後期高齢者医療広域連合特別療養費の支給に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。

以下「法」という。）第82条の規定による特別療養費の支給、法第92条の規定

による保険給付の一時差止め及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

（平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。）第54条の２の規定に

よる資格確認書の返還に関して法、高齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成19年政令第318号。以下「政令」という。）及び省令に定めるもののほか

必要な事項を定め、被保険者間の負担の公平を確保し、もって健全な後期高

齢者医療財政の運営に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、

次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 滞納者 保険料を納期限までに納付していない被保険者 

(２) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）の

規定による医療等 法第54条第４項に規定する原子爆弾被爆者に対する援

護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他規則で定める医療に関

する給付をいう。 

(３) 資格確認書 省令第16条第１項に規定する資格確認書をいう。 

(４) 特別療養資格確認書 省令第54条の２第４項に規定する資格確認書を

いう。 

(５) 医療給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外

併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、

高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調

整に係る差額支給その他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。 

(６) 弁明の機会 行政手続法（平成５年法律第88号。以下「手続法」とい

う。）第13条第１項第２号及び秋田県後期高齢者医療広域連合行政手続条例



（平成19年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第５号）第27条に規定する

弁明の機会をいう。 

（広域連合長の責務） 

第３条 広域連合長は、被保険者の理解のもとに後期高齢者医療事業の運営が

健全に行われるよう広報活動を実施し、また、あらゆる機会を通じて後期高

齢者医療制度の啓もう普及に努めるとともに、特別療養資格確認書の交付な

ど不利益処分の実施事務に当たっては、被保険者間における給付と負担の公

平の確保を図るため、十分な納付相談及び納付指導を行うものとする。 

（特別の事情等の届出） 

第４条 被保険者は、政令第12条の２に定める特別の事情が発生したことによ

り保険料が納付できないとき、又は省令第54条の４第１項の規定により広域

連合長から求めがあった場合、直ちに後期高齢者医療特別の事情（発生）届書

（様式第１号）を広域連合長に届け出なければならない。 

２ 省令第54条の４第２項に規定する届出は、前項の規定を準用する。 

３ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けるこ

とができるときは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による

医療等に関する届書（様式第２号）により、直ちに広域連合長に届け出なけれ

ばならない。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査

して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。 

４ 前３項に規定する届出書には、省令第54条の４第３項の規定により、特別の

事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。 

（特別の事情の運用） 

第５条 政令第12条の２各号に定める特別の事情の運用については別に定める。 

（特別療養費支給対象滞納者） 

第６条 特別療養費支給対象となる滞納者は、省令第53条の３に規定する期間

を経過しても保険料を納付しない滞納者とする。ただし、次に定める滞納者

を除く。 

(１) 政令第12条の２に規定する特別の事情のある世帯主で、第４条第１項

の規定により届出のあった者 

(２) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受け

ることのできる被保険者で、第４条第３項の規定により届出のあった者 

（特別療養費支給予告及び資格確認書返還命令予告等） 

第７条 広域連合長は、前条の規定により特別療養費の支給対象となる滞納者

に対し、省令第53条の３に規定する期間経過後、直ちに特別療養費支給予告

兼資格確認書返還命令予告（保険料納付相談）通知書（様式第３号）により予

告通知をする。 



２ 前項の特別療養費支給予告兼資格確認書返還命令予告通知書には、省令第

54条の４の規定による特別の事情（発生）届出書を併せて求めるものとする。 

（納付相談及び分割納付誓約書） 

第８条 広域連合長は、前条の規定により返還予告通知をした滞納者から第10

条に規定する通知書を送付する日までに保険料の納付相談があった場合は、

滞納者の生活実態を十分勘案し、後期高齢者医療保険料分割納付誓約書（様

式第４号）の作成を助言するものとする。 

２ 保険料分割納付誓約書を作成する場合は、滞納保険料額の５分の１以上の

即時納付を求め、残りの滞納保険料額について分割納付計画を作成するよう

助言するものとする。 

（弁明の機会の付与） 

第９条 次条の規定により特別療養費の支給を行おうとするときは、手続法第

13条第１項第２号の規定により当該返還対象被保険者に弁明の機会を付与す

ることとし、秋田県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第28条で定める後

期高齢者医療弁明の機会付与通知書（様式第５号）により通知する。 

２ 前項の弁明の機会付与通知書は、第７条に規定する通知書と併せて通知す

ることができる。 

（特別療養費の支給と資格確認書の返還） 

第10条 第７条の規定により通知された滞納者が、通知書に記載された納付期

限までに保険料を納付しないとき、又は次の各号のいずれかに該当するとき

は、法第82条第１項の規定により特別療養費を支給するものとし、同条第３

項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知書（様式第６号）を通知す

るとともに、通知の際に有効な資格確認書を有する被保険者に対し、省令第

54条の２第１項の規定により、資格確認書の返還を命じ、資格確認書の返還

通知書（様式第７号）により通知する。 

(１) 第７条第２項の規定により提出を求めた特別の事情（発生）届出書の

届出がないとき、又は届出のあった内容が政令第12条の２に規定する特別

の事情に該当すると認められないとき。 

(２) 前条の規定により通知した提出期限までに弁明書（様式第８号）の提

出がないとき、又は弁明の内容が政令第12条の２に定める特別の事情に該

当すると認められないとき。 

（特別療養資格確認書の交付） 

第11条 滞納者が資格確認書を返還したときは、その被保険者に対し特別療養

資格確認書（様式第９号）を交付する。 

２ 前条の規定により返還命令を通知された被保険者に係る資格確認書が省令

第18条第４項の規定により無効となったときは、当該資格確認書は返還され



たものとみなし、前項の規定を準用する。 

（特別療養資格確認書の更新及び有効期限） 

第12条 特別療養資格確認書の更新時期は８月とし、有効期限は１年を超えな

い期間で到来する更新月の前月末日までとする。ただし、特別療養資格確認

書を交付する被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定

による医療等を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、

見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。 

（特別療養費支給措置の解除） 

第13条 特別療養費の支給対象被保険者が次の各号のいずれかに該当したとき

は、特別療養費の支給措置を解除するものとし、法第82条第５項の規定によ

り、療養の給付等に係る事前通知書（様式第10号）により通知する。 

(１) 滞納している保険料が完納されたとき。 

(２) 納付誓約書に基づき、滞納している保険料ん２分の１以上の納付があ

り、また今後とも確実に履行が見込まれるとき。 

(３) 政令第12条の２に規定する特別の特別の事情があったとき。 

(４) 被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医

療等を受けることができる者となったとき。 

(５) 前各号に定めるもののほか、広域連合長が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により特別療養費の支給措置の解除を決定した際、特別療養資

格確認書を交付した被保険者に対しては資格確認書を交付する。 

（医療給付の任意納付） 

第14条 広域連合長は、滞納者から医療給付の支給申請があったときは、医療給

付費から滞納している保険料に充てるため、医療給付費からの保険料納付同

意書（様式第11号）により同意を求めなければならない。 

（特別療養費の支給） 

第15条 被保険者は、法第82条第１項の規定による特別療養費の支給を受けよ

うとするときは、省令第54条の規定により後期高齢者医療特別療養費支給申

請書（様式第12号）を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。 

（医療給付の一時差止め） 

第16条 第４条第１項に規定する特別の事情（発生）届出書の届出がない滞納者

から医療給付の支給申請があり、当該医療給付費が支給決定されたときは、

第14条の規定により任意納付の同意をした滞納者を除き、直ちに法第92条第

１項又は第２項の規定により当該医療給付の全部又は一部を差止める。 

２ 前項の規定により医療給付の全部又は一部の一時差止めしたときは、後期

高齢者医療給付一時差止通知書（様式第13号）により、当該被保険者に通知す

る。 



３ 被保険者は、医療給付が一時差止めされた場合において、政令第12条の２に

定める特別の事情があるときは、直ちに第４条第１項の規定により広域連合

長に届け出なければならない。 

４ 省令第75条に規定する通知は、後期高齢者医療保険料控除通知書（様式第14

号）とする。 

（医療給付の一時差止解除） 

第17条 前条の規定により医療給付の支払を一時差止められている滞納者が、

次に該当するときは、医療給付の一時差止めを解除する。 

(１) 第13条第１項各号に該当したことにより、特別療養費の支給の措置が

解除されたとき。 

(２) 前条第３項の規定により、特別の事情（発生）届出書の提出があり、そ

の内容が相当と認められるとき。 

(３) 法第92条第１項及び第２項の規定により一時差止めされている滞納者

で、広域連合長が特に必要と認めるとき。 

（保険料への控除） 

第18条 特別療養費支給対象被保険者が、第16条の規定により医療給付の一時

差止めを通知された日から起算して１か月を経過してもなお滞納している保

険料を納付しない場合は、当該一時差止めに係る医療給付の額から滞納して

いる保険料額を控除する。 

（特別療養費支給等審査委員会） 

第19条 この要綱に定める特別療養費の支給及び保険給付の一時差止めその他

の事務執行について必要な審査を行うため、特別療養費支給等審査委員会（以

下「審査委員会」という。）を設置する。 

２ 審査委員会の委員の構成は、事務局長、事務局次長、総務課長、業務課長及

び会計室長とし、委員長には事務局長が当たる。 

３ 審査委員会の事務局は、広域連合事務局に置くものとする。 

４ 審査委員会の運営について必要な事項は、別に定める。 

附 則（令和６年12月２日） 

この告示は、令和６年12月２日から施行する。 

様式第１号（第４条関係） 



 

  



 

  



様式第２号（第４条関係） 

 

  



 



様式第３号（第７条関係） 

 

  



様式第４号（第８条関係） 

 

  



様式第５号（第９条関係） 

 

  



様式第６号（第10条関係） 

 

  



様式第７号（第10条関係） 

 



様式第８号（第10条関係） 

 
  



様式第９号（第11条関係） 

 

  



様式第10号（第13条関係） 

 

  



様式第11号（第14条関係） 

 

  



様式第12号（第15条関係） 

 



様式第13号（第16条関係） 

 



様式第14号（第16条関係） 

 


